平成　年（　）第・・・・号　不当利得請求事件

文　書　提　出　命　令
平成１５年　　月　　日

○○地方裁判所民事部　御中

〒１６７－００５４　神奈川県横浜市・・・・・　～アパート

　　　　　　　原　　告　　　　　　松谷　隆史

　　　　　　ＴＥＬ　０４５－０００－００００

　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　０４５－１１１－２２２２

〒　　　－　　　　　東京都・・・・・・・・・・・・・・・

　　　　　　　　　　　　被　告　　　　　　　～～㈱

　　　　　　　　　　　　代表者代表取締役　　～～　～～　

原告は、次のとおり文書の提出命令を申立てる。

1. 文書の表示

被告作成にかかる原告との平成・・年以降の金銭消費貸借契約の元帳。

2. 文書の趣旨

原告との金銭消費貸借契約の取引経過が記載されている。

3. 文書の所持者

被告

4. 証すべき事実

原告が被告に弁済した金額が、利息制限法所定利率で引き直し計算をすれば過払いになっている事実。

5. 提出義務

当該文書は、原告の利益及び原告と被告との金銭消費貸借契約のために作成された文書であるから民亊再生法２２０条３号により本件文書を提出する義務がある。

6. 事情

原告は本件訴訟前、特定調停を申立て調停の場にて調停委員と共に、被告に対し最初からの取引経過を出すように再三、要求してきたものである。しかし、被告は金融庁事務ガイドラインを全く無視し、わずか３年間の取引経過を出したのみであった。そこで、文書提出命令を申立てた次第である。
